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背景

1992年 気候変動枠組み条約採択

1997年 京都議定書採択（ＣＯＰ３）

先進国に温室効果ガス排出削減目標

先進国全体・・・5.2％
欧州・・・８％,米国・・・７％,日本・・・６％など



京都メカニズム
各国は国内対策で排出削減目標の

達成を目指す

↓
国内対策だけでは限界がある

↓
京都メカニズムが認められる

・排出権取引（ＥＴ）

・共同実施（ＪＩ）

・クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）



ＣＤＭとは

先進国 途上国
（ホスト国）

プロジェクト

クレジット
（ＣＥＲ）

＜ＣＤＭの性質＞

１．環境保全

２．地域振興

＜ＣＤＭの分野＞

・エネルギー効率改善

・燃料転換

・吸収源 など

排
出
枠
の
獲
得

（AR-CDM)



目的
吸収源CDMについて、

・COP9 (2003.12)及びCOP10（2004.12）におい
て決定したルールとその問題点を整理

・吸収源CDMの事業形態について分析

・小規模吸収源CDMの低所得者層への貢献可

能性を検証

↓

・小規模吸収源ＣＤＭは低所得者層への貢献可能
性がある

・現状のルールでは吸収源ＣＤＭの持つ様々な利点
を適切に評価し得ない

ことを明らかにしたい。



方法
• 吸収源ＣＤＭのルールとその問題点

→文献調査及び聞き取り調査(専門家10名、林野庁・ 環境
省スタッフ12名)により収集

• 事業主の活動

→環境省の実現可能性調査（1999年開始）に関わる企業関
係者10名、NGO関係者15名に対して聞き取り調査を実施。

• 吸収源CDMの低所得者層への貢献可能性

→フィジーにおける小規模吸収源CDM事業(FS)の現地調査
を実施

国内聞き取り調査の実施期間＝ ’03年10月から断続的に

フィジー現地調査＝ ’05年9月22日～10月8日(17日間)

（’05年11月19日より再度14日間の調査を実施）



吸収源ＣＤＭ

•非永続性(森林がいずれは消失してＣＯ２を排出する
こと）

•不確実性（ＣＯ２の吸収量を正確に予測できないこと）

•長期性（森林の成長には長期間を要すること）

⇒ 問題軽減のため、COP9、COP10で決定された
各ルール・方法論はこの性質に配慮した形に

京都議定書３条３項の「新規植林（Ａｆｆｏｒｅｓｔａｔｉｏｎ）」、
「再植林（Ｒｅｆｏｒｅｓｔａｔｉｏｎ）」を対象とする

EX.) 期限付きクレジット

通常より長いクレジット発生期間

小規模CDMの承認、等



吸収源ＣＤＭの利点
（A)温暖化防止に途上国、さらに地域が参加できる

唯一の枠組みであり、「環境保全」「地域振興」の
両立を目指すもの

（B)吸収源CDMは環境、社会、経済の三者への配
慮を要求している点で、企業やNGOによる植林

事業を改善する有用なツールとなる

（C)木材生産機能だけでなく、炭素固定機能に対し

貨幣価値を見出すものであり、林業の新たな形
を示すものになり得る

（D)CDM導入により、森林管理へのインセンティブを

与えることが出来る



吸収源ＣＤＭの問題点

（１）ルールが煩雑(追加性の証明が困難など)
（２）採算性が低い(クレジット価格が低い、コス

トが大きい)
（３）クレジットが売れない、買い手がいない

（４）日本政府の補助体制が十分ではない

（５）吸収源事業に対して好意的でない国が多
い



事業形態の分析
以上を踏まえると、吸収源CDMの事業形態としては

①調査、事業実施、調査地開発などを全て自前で行
うタイプ

②NGOor地域が開発して、企業が出資をするタイプ

③世界銀行のBioCarbon Fundに出資

の3つが考えられる。

しかし・・・・

①の形は進まない

②、③の形がメインだろう



＜事例研究＞
②の企業とNGOの協働に着目

～対象事業の概要～

• 小規模吸収源CDM事業

• 実施者：CDMインターナショナル（CDMI)
• カウンターパート：ＰＩＡ（日本のＮＰＯ団体）

• 実施形態：CDMIが様々な企業から出資をつのっ

て実施



小規模吸収源ＣＤＭ

• 吸収量の上限は8000t-CO2／年

• 小規模吸収源CDM事業は、

「低所得者層の参加」がその要件となっている

＜低所得者層の定義＞

各国政府が個別に設定することになっているが、
フィジー政府は公式見解をまだ出していない

↓

ロマワイ村においては、気候変動に対して特に脆弱

と考えられる「農漁業従事者」を低所得者層と定義



＜事例研究＞
• 事業の形態：マングローブ植林＋エコツーリズム

• 現在100,000本のパイロット植林事業が行われて
いる（2004年開始）

• エコツーリズム事業は2005年10月に開始

↓ 吸収源ＣＤＭ事業とすることで・・・

１．クレジット収入、エコツーリズムからの収入が村の

発展に寄与

２．森林管理に対するインセンティブが生じる



事業対象地
• 対象地：フィジー国ナンロガ州ロマワイ村

（フィジーは小島嶼国の一つであり、温暖化による

海面上昇の危機

にさらされている）

ロマワイ村



＜事例研究＞
調査対象者

234623女性

3517531男性

71-
61-
70

51-
60

41-
50

31-
40

21-
30

11-
20

-10年齢層

表１ 調査対象者

※ランダムサンプリングにより調査対象家庭を抽出

※調査対象者はなるべく幅広い年齢層となるよう心がける

計４５名（うち村民３７名）



＜事例研究＞
低所得者層の割合

表２ 住民の職業別割合

1病院勤務2大工

1村のチーフ2タパ作り

1ホテル勤務2司祭

1塩作り8（5）教師

2ショップ経営19農漁業

人数（村
外）

職業
人数（村
外）

職業



＜事例研究＞
住民の植林事業に対する反応１

－37/191115植林に参加したい？

240/193植林良い？

3/129/143/11/15/24植林事業知っている？

54321
No

良くない 非常に良い

表３：パイロット植林事業に対する反応

※赤数字は低所得者層



＜事例研究＞
住民の植林事業に対する反応２
表４：植林事業をよいと考える理由（複数回答）

7・その他

3・マングローブ林を保全し、増やす

3・酸素を増やし二酸化炭素を減らす

4・環境を保全、気候変動を防ぐ

7・土壌の改善

8・お金が手に入る

24・海洋生物（魚、カニ、エビなど）を守り育てる

なぜマングローブ植林事業は良いのか？



＜事例研究＞
住民のエコツーリズム事業

に対する反応１
表５：エコツーリズム事業に対する反応

－35/184/115エコツー参加したい？

134/167/23/1エコツー良い？

10/411/55/335/311/4エコツー事業知っている？

6/315/667/33/18/6エコツーを知っている？

54321
No

良くない 非常に良い

※赤数字は低所得者層



＜事例研究＞
住民のエコツーリズム事業

に対する反応２
表６：エコツーリズム事業をよいと考える理由（複数回答）

5・その他

4・マングローブの増大、回復に寄与する

6・村の発展に寄与する

9・異文化との交流、出会える

10
・伝統を維持、保全できる
（メケダンス、ブレ、カヴァ、タパ、民芸品）

13・お金が手に入る

なぜエコツーリズム事業が良いと思うか？



＜事例研究＞
住民の木材利用状況

表７：木材利用状況（複数回答）

1・ボート

1・塩作り

3・ポスト

8・フェンス

16・家、Bure

17・薪き木、燃料

25・料理

＜何に使われているのか？＞

木材利用状況



＜事例研究＞
マングローブ利用に関する

慣習的なルール
１．マングローブの生木は切ってはいけない。枯死木の

みを採取して利用、もしくは販売。
２．村の会議で設定された伐採禁止エリアからはマング

ローブの伐採、カニ、エビなどの魚介類を採取しては
いけない。

３．インド系住民は木材利用のために一家族あたり
50F$／月を村に対して支払わなければならない。
フィジー系住民人は不要。

※必要量のみを採取するため過剰利用はないとのこと



植林事業：マングローブは住民の生活に密着

漁業を営む住民にとって非常に効果的

エコツー事業：伝統文化の保全に寄与

両事業：住民に対する経済的メリット

→教会、コーラス隊、学校、村に対して利益

↓

吸収源ＣＤＭは低所得者層への貢献可能性

を有する

＜まとめ（１）＞
植林事業・エコツーリズム事業

に対する住民の反応



＜まとめ（２）＞
事業の成功要因

• 植林・エコツーリズム事業に期待されるメリット

→住民にとってのインセンティブ（短期的メリット）

• 伝統的なムラ意識の強さ

• 慣習的ルールの存在

→事業の持続性を担保（長期的メリット）

↓

これらの存在により、事業の成功への期待

は高い



＜考察（１）＞
事例研究から見えた問題点

• ロマワイ村民がＣＤＭとは何かを理解していない

→ＣＤＭのルールが煩雑で理解が困難

→ワークショップなどを通じた知見の普及が課題

•途上国の住民にとっても理解しやすい制度に

•世界がＣＤＭの知見の普及に対してより積極的に取
り組むべき



＜考察（２）＞
事例研究から見えた問題点

• 植林＋エコツーの組み合わせが果たして適切か

→追加性の証明が困難

→リーケッジ増による村民のインセンティブの低下

•企業にとってより使いやすい制度を



小規模吸収源ＣＤＭは、

• 温室効果ガス削減、森林保全（環境面）

• 低所得者層への貢献可能性（経済面、社会面）

という特有の性質を有する。

↓ しかし、実施は困難

現行のCDMのルールはこれらを適切に評価し、

事業を推進する仕組みに欠ける

＜考察（３）＞
吸収源ＣＤＭの抱える欠陥


